
◎海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 
（平成三〇年六月一日法律第四〇号）   

一、 提案理由（平成三〇年五月九日・衆議院国土交通委員会） 

○石井国務大臣 ただいま議題となりました海外社会資本事業への我が国事業者の参入

の促進に関する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 

 我が国経済の持続的な成長を図るためには、我が国民間事業者の海外展開を促進し、

新興国を中心とした世界の旺盛なインフラ需要を取り込むことが必要不可欠であります。 

 一方で、鉄道、空港、港湾、都市・住宅、下水道等の分野におけるインフラの開発や

整備については、相手国政府の影響力が強いこと、我が国においてインフラ整備等に関

する専門的な技術やノウハウは独立行政法人を始めとした公的機関が保有していること

等により、民間事業者のみでは十分に対応できない場合があります。 

 案件形成から完工後の運営、維持管理まで官民一体となってインフラシステム輸出を

強力に推進する体制構築を進めるためには、独立行政法人等に、国内業務を通じて蓄積

してきた技術やノウハウを活用し、我が国民間事業者が参入しやすい環境づくりを行わ

せるとともに、これらの独立行政法人等と民間事業者、その他の関係者の連携協力を図

ることが必要であります。 

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。 

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、国土交通大臣が、海外のインフラ事業への我が国事業者の参入の促進の意義

や、参入の促進の方法に関する基本的な事項、独立行政法人等に行わせる海外業務の内

容等を定める基本方針を策定することとしております。 

 第二に、国内業務を通じて技術やノウハウを蓄積している独立行政法人等について、

海外のインフラ事業に関する調査、設計、運営などの業務を行わせることとしておりま

す。 

 第三に、国土交通大臣による情報提供、指導助言や関係者間の連携について定めるこ

ととしております。 

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案を提案する理由であります。 

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。 

二、 衆議院国土交通委員長報告（平成三〇年五月一五日） 

○西村明宏君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、海外のインフラ事業への我が国事業者の参入の促進を図るために必要な措置

を講じようとするものであります。 

 その主な内容は、 

 第一に、国土交通大臣が、海外インフラ事業への我が国事業者の参入の促進の意義や、



参入の促進の方法に関する基本的な事項等を定める基本方針を策定すること、 

 第二に、独立行政法人等に、海外インフラ事業に関する調査、設計、運営などの業務

を行わせること、 

 第三に、国土交通大臣による情報提供、指導、助言や関係者間の連携について定める

こと 

などであります。 

 本案は、去る四月十九日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会

に付託されました。 

 本委員会におきまして、五月九日石井国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、十

一日、質疑を行い、質疑終了後、討論を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のと

おり可決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（平成三〇年五月一一日） 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを

期すべきである。 

一 我が国企業が二千二十年に三十兆円の海外インフラシステムの受注を目指す目標を

確実に達成するためには、関係省庁間の連携協力とともに、機構等及び海外社会資本

事業を行う我が国事業者その他の関係者との相互連携、協力が重要であるとの認識の

下、関係者の協力の効果的な在り方等について十分に検討し確実に実行すること。 

二 基本方針の策定等に当たっては、本法の規定に基づく関係大臣との協議とともに、

機構等及び海外社会資本事業を行う我が国事業者その他の関係者から広く意見を聴取

する機会等を設けるよう努めること。 

三 各機構等が海外業務を実施するに当たっては、各機構等の設立の目的や趣旨を踏ま

え、当該事業を実施することにより得られた知見等の国内業務への還元について、十

分配慮するよう指導、助言等に努めること。 

四 本法の施行により海外業務が各機構等の正規の業務として位置付けられることに鑑

み、本法施行後の海外事業の実施状況を見つつ、必要があると判断した場合には、各

機構の組織、人員の充実、強化等について、適切に対応すること。 

五 各機構等が海外業務を実施するに当たっては、経理や業務遂行において国民の疑念

を招くことのないよう、役職員の法令順守の徹底等について指導すること。 

三、 参議院国土交通委員長報告（平成三〇年五月二五日） 

○長浜博行君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進を図るため、国土交通

大臣による基本方針の策定について定めるとともに、独立行政法人鉄道建設・運輸施設



整備支援機構その他の法人に海外社会資本事業への我が国事業者の円滑な参入に資する

調査その他の業務を行わせる等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、本法律案の意義及び効果、インフラシステムの海外展開の現

状と今後の取組方針、相手国、競合国の動向に留意した対応の在り方等について質疑が

行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山添拓委員より本法

律案に反対する旨の意見が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（平成三〇年五月二四日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全

を期すべきである。 

一 我が国企業が二千二十年に三十兆円の海外インフラシステムを受注するとの目標を

確実に達成するためには、関係府省、機構等及び海外社会資本事業を行う我が国事業

者その他の関係者の相互連携、協力が重要であるとの認識の下、効果的な連携・協力

の在り方等について十分に検討し官民一体となって確実に実行すること。また、専門

的な技術やノウハウを有する機構等の海外における知名度の一層の向上に取り組むよ

う努めること。 

二 基本方針の策定等に当たっては、本法の規定に基づく関係大臣との協議とともに、

機構等及び海外社会資本事業を行う我が国事業者その他の関係者から広く意見を聴取

する機会等を設けるよう努めること。 

三 各機構等が海外業務を実施するに当たっては、各機構等の設立の目的や趣旨を踏ま

え、当該事業を実施することにより得られた知見等の国内業務への還元について、十

分配慮するよう指導、助言等に努めること。また、経理や業務遂行において国民の疑

念を招くことのないよう、役職員の法令遵守の徹底等について指導すること。 

四 海外業務が各機構等の正規業務として位置付けられることに鑑み、本法施行後の海

外事業及び各機構等における海外業務の実施状況を見つつ、必要があると判断した場

合には、各機構の組織、人員の充実、強化等について、適切に対応すること。 

五 我が国の良質な社会資本の整備、運営及び維持管理の手法を世界に広める観点から、

機構等が関係する海外社会資本事業の実施に際しては、自然環境の保全、地域住民の

生活環境の改善等について配慮しつつ、相手国の持続可能な経済成長に資するものと

なるよう努めること。 

六 インフラシステムの海外展開を効果的に推進するため、相手国や競合国の動向など、

海外インフラシステムの受注に資する情報の一層の収集・活用を図るとともに、必要



となる人材の育成に取り組むこと。 

  右決議する。 

 


